
5ふるさと農村元気プロジェクト
中山間地域の農村集落において、農村住民自らが主体性を持ってコミュニティ活動として取

り組む農業生産活動や都市住民との交流活動への取組、新たなビジネスへの取組などを支援し、
元気溢れるモデル的な農村集落を創ることにより、その波及効果により他地域の農村コミュニ
ティの維持・強化を図ります。

【数値目標】

重点地区の設置 ０箇所 20箇所 地域の実情に応じた重点地区の設置

【取組方策】
（１）市町村等と連携した重点地区の設定と行動計画の作成支援

◦市町村等と連携し、農村住民自らがコミュニティの維持・強化に取り組もうとする意欲的な集

落を「重点地区」として設定

◦市町村等と連携した重点地区の実情の把握と、農村住民同士の話し合いへの参加・助言により、

コミュニティを元気にする行動計画の作成・実行を支援

◦専門知識を要する計画作成や取組については、県が外部識者等とのつながりを支援

◦計画の見直しと改善について助言、具体的な改善方策への支援

（２）地域の知恵と工夫を活かした取組への支援
●　農業生産活動の継続

◦集落の営農状況、定年帰農者等の状況を踏まえ、集落営農組織などの地域農業を担う営農体制

の整備及び遊休農地対策、野生鳥獣による農作物被害対策を支援

◦立地条件を活かした、特色ある農作物の生産を促進

◦地域資源の掘り起こしと、それを活用した伝統食や農産加工、産直など魅力ある商品化を支援

●　農村コミュニティビジネスの創出
◦農家に対し、農家民宿、農家レストラン、体験農園等の設置・運営に必要な情報を提供

◦滞在型市民農園や農産物直売所等の交流拠点の開設、６次産業化への取組を支援

●　都市住民との交流活動の促進
◦重点地区や周辺地域・農村の情報を、情報誌等を活用して発信

◦体験学習や修学旅行等の受入体制の整備と都市住民との交流を支援

項　目 平成22年度 設定の考え方平成29年度
（目標）
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＜５年間の行動計画＞

【元気な集落づくり】

Ｈ24年

地域にあった支援

（重点地区の設定）

（状況把握）

（行動計画の作成支援）

〔計画実施〕

新たな地区の取組
（波及地区）

他の地域の
モデル的な
位置付け

〔計画実施〕

〔見直し・改善・実施〕

〔見直し・改善・実施〕

〔取組継続の仕組みづくり〕

〔　　…〕

〔　〕

重点地区の設定 地域の知恵と工夫

潜在的な地域力
発揮を誘起

地域の実情に応じた取組
の実施

都市住民

県

重点地区 行動計画の実行・見直し・改善
（取組継続の仕組み）

連携
市
町
村
・Ｊ
Ａ
等

アイデア、人
（時間）、資産

豊かな農村資源
やすらぎの場

各地域へ
波及

元
気
あ
ふ
れ
る
ふ
る
さ
と
農
村
づ
く
り

農
村
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
機
能
の
維
持
・
強
化

・集落の話し合い
・専門的な取組について、
外部識者との仲介

・地域の実情にあった取
組を選択する

・農地・農業用水路等の活用
・特色ある地域農産物の栽培
・体験交流（農作業、加工、そば打
ちなど）

・コミュニティビジネスの創出（農
家民宿、農家レストラン等）

H25年 H26年 H27年 H28年 H29年 H30年～
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第5章　重点的に取り組む事項
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